
   

1 

○
環
境
省
告
示
第
三
十
号 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る

第
二
項
第
四
号
ハ
並
び
に
第
四
項
第
二
号
イ
及
び
ハ
の
規
定
に
基

特
定
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
係
る
水
質
検
査
の
方
法

平
成
二
十
四
年
八
月
環
境
省
告
示
第
百
三
十
号

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た

当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

を
削

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲



   

2 

新
た
に
追
加

 



   

3 

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
第
二
条 

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
ハ
⑴
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目

当
該
各
号
に
定
め
る
と

 

一 

規
則
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目 

昭
和
四
十
九
年
九
月
環
境
庁

告
示
第
六
十
四
号(
環
境
大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
を
定

め
る
等
の
件

第
四
条
に
お
い
て

と

各
号
に
掲
げ
る
項
目

当
該
各
号
に
定
め

る
方
法

 

二 
 

 

第
四
条 

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
ハ
⑶
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

同
号
ハ
⑶
に
規
定
す
る
各
項
目

排
水
基
準
検
定
方

法
告
示
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
及
び
第
四
十
一
号
に
定
め
る
方

法
に
よ
る
も
の

 

 

第
五
条
・
第
六
条 

 

第
二
条 

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
ハ
⑴
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目

当
該
各
号
に
定
め
る
と

 

一 

規
則
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目 

昭
和
四
十
九
年
九
月
環
境
庁

告
示
第
六
十
四
号(

環
境
大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
を

定
め
る
等
の
件)

の
各
号
に
掲
げ
る
項
目

当
該
各
号

に
定
め
る
方
法

 

 

二 
 

 

 

    

第
四
条
・
第
五
条 

 


